
１ 保険料賦課の根拠 

この保険料は高齢者の医療の確保に関する法律第１０４条、

第１０７条、第条及１１０び第１１５条、福山市後期高齢者医療に

関する条例第４条、広島県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療に関する条例第４条から第２２条及び介護保険法第

１３５条及び第条の１３６規定により、広島県後期高齢者医療制

度の被保険者に対して賦課するものです。 

 

２ 保険料の算出方法について 

保険料は被保険者ごとに計算します。所得割額と均等割額

の両方を納付します。 

◎所得割額 

賦課のもととなる所得(※)×所得割率で求めます。 

(※)前年の総所得金額等－基礎控除※１ 

※１…基礎控除額は地方税法に定める方法により計算しま

す。合計所得金額が２，４００万円以下の場合は４３万

円になります。 

◎均等割額 

被保険者一人ひとりに同額を賦課します。 

◎限度額 

所得割額と均等割額の合計が８０万円を超えた場合は、 

これ以上かかりません。 

 

３ 保険料の軽減について 

 所得などに応じて次の軽減措置があります。 

◎所得が少ない人への軽減（申請不要） 

同一世帯内の被保険者と世帯主の前年中の所得の合計

額が一定額以下の場合、所得に応じて均等割額が軽減さ

れます。 

◎被扶養者への軽減 

制度加入前に会社の健康保険などの被扶養者だった人

の保険料は所得割額の負担はなく、資格取得後２年を経過

する月までの間に限り、均等割額が５割軽減されます。ただ

し、所得が少ない人への均等割額の軽減にも該当する人に

ついては、いずれか大きい方の割合が軽減されます。 

 

４ 延滞金 

納期限を過ぎて保険料を納めるときは、未納保険料額の納

期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、年１４．６％。

ただし、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第９

３条第２項に規定する平均貸付割合に年１％を加算した割合

（以下「延滞金特例基準割合」という。）が年７．３％に満たない

場合には、その年中においては、延滞金特例基準割合に年７．

３％を加算した割合（納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間については、延滞金特例基準割合に年１％を加算した

割合。ただし、当該加算した割合が年７．３％を超える場合は

年７．３％の割合）を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。 

 

５ 督促状 

納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状が発せられま

す。 

 

６ お問合せ先 

（1） 保険料額について 

  〒７３０-８６２６ 

  広島県広島市中区東白島町１９番４９号 国保会館５階 

  広島県後期高齢者医療広域連合 TEL０８２-５０２-３０１０ 

（2） 納付方法について 

  〒７２０－８５０１ 

  福山市東桜町３番５号 福山市役所 

  保険年金課後期高齢者医療担当 TEL０８４-９２８-１４１１ 

  松永市民サービス課         TEL０８４-９３０-０４０２ 

  北部市民サービス課         TEL０８４-９７６-８８０２ 

  東部市民サービス課         TEL０８４-９４０-２５７６ 

  神辺市民サービス課         TEL０８４-９６２-５０１１ 

  沼隈支所                TEL０８４-９８０-７７０３ 

  新市支所                TEL０８４７-５２-５５１４ 

 

７ 不服の申立てについて 

この決定について不服があるときは、この通知書を受け取っ

た日の翌日から起算して３か月以内に広島県後期高齢者医療

審査会に対して審査請求をすることができます。また、当該審

査請求に対する裁決があったことを知った日から６か月以内に、

保険料額については広島県後期高齢者医療広域連合（代表

者は広島県後期高齢者医療広域連合長）を被告として、徴収

の方法については福山市（代表者は福山市長）を被告として

処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この訴

えは、審査請求の裁決を経た後でなければ提起できませんが、

審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないときや、

処分の執行等による著しい損害を避けるための緊急の必要が

あるとき、その他正当な理由があるときは裁決を経なくても提起

できます。 

〒７３０－８５１１ 広島市中区基町１０番５２号 広島県庁内 

広島県後期高齢者医療審査会 

TEL０８２-５１３-３２１２ 


